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  令和７年１２月１７日 

 

大田市長 

 

大田市規則第４２号 

   大田市火災に関する警報等に関する規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２２条

第３項の規定に基づき、火災に関する警報（以下「火災警報」とい

う。）及び林野火災の予防を目的とした火災に関する警報（以下

「林野火災警報」という。）の発令等に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（発令基準） 

第２条 火災警報及び林野火災警報（以下「火災警報等」という。）

は島根県知事から火災に関する気象通報を受けた場合において、大

田市の気象状況が各号いずれかに該当するときに、市長が発令する

ものとする。ただし、火災警報等を発令しようとする日に降水が見

込まれる場合又は積雪がある場合は、この限りではない。 

⑴ 実効湿度が６０パーセント以下であって、最小湿度が４０パー

セント以下になり最大風速が７メートルを超える見込みのとき。 

⑵ 平均風速１０メートル以上の風が１時間以上連続して吹く見込

みのとき。 

２ 大田市の気象状況が大田市林野火災に関する注意報に関する規則

（令和７年大田市規則第４１号）第２条各号のいずれかに該当する

場合であって、強風注意報が発表されている場合に林野火災警報を

発令するものとする。 

（解除基準） 

第３条 火災警報等は前条の発令基準に該当しなくなったときに、解

除するものとする。 



（発令及び解除の伝達等） 

第４条 火災警報等を発令したとき及び解除したときは、関係機関及

び住民その他関係者に伝達及び周知するものとする。 

（発令期間） 

第５条 林野火災警報の発令対象期間は、１月から５月までとする。 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか、火災警報等に関し必要な事項

は消防長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年１月１日から施行する。 


